
第 1 章 保健指導の基本的考え方 

（１）保健指導の目的 

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導の第一の目的は、生活習

慣病に移行させないことである。そのための保健指導では、対象者自身が健

診結果を理解して体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣

を改善するための行動目標を設定するとともに、自らが実践できるよう支援

し、そのことにより対象者が自分の健康に関するセルフケア（自己管理）が

できるようになることを目的としている。 

 

（２）保健指導とは 

 糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導とは、対象者の生活を基

盤とし、対象者が自らの生活習慣における課題に気づき、健康的な行動変容

の方向性を自らが導き出せるように支援することである。保健指導の重要な

点は、対象者に必要な行動変容に関する情報を提示し、自己決定できるよう

に支援することであり、そのことによって、対象者が健康的な生活を維持で

きるよう支援することである。 

 

（３）生活習慣改善につなげる保健指導の特徴 

 生活習慣病は、①自覚症状がないまま進行すること、②長年の生活習慣に

起因すること、③疾患発症の予測が可能なことを特徴とすることから、これ

らを踏まえた保健指導を行う必要がある。 

 すなわち、健診によって生活習慣病発症のリスクを発見し、自覚症状はな

いが発症のリスクがあることや、生活習慣の改善によってリスクを少なくす

ることが可能であることをわかりやすく説明することが特に重要である。し

かし、生活習慣は個人が長年築いてきたものであるので、改善すべき生活習

慣に自ら気づくことが難しく、また、対象者は、行動変容は難しいことであ

ると認識している場合が多いことを念頭に置いて、対象者への支援を行う必

要がある。 

 対象者は、保健指導の際の個別面接やグループ面接等において、保健指導

実施者やグループメンバー等と対話をすることにより、客観的に自己の生活

習慣を振り返ることで改善すべき生活習慣を認識できる。その気づきが行動

変容のきっかけとなる。保健指導実施者は、それを軸にして、どのような生

活習慣を身につけることが必要であるか、また課題や優先順位を対象者と共

に考え、実行可能な行動目標を対象者が自ら立てられるよう支援することが

重要である。 
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